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令 和 ８ 年 ４ 月 

岩 手 県 

業務仕様書 



令和８年度林野火災復旧関連木材利用促進ＰＲ業務 業務仕様書 
 

この「業務仕様書」（以下「仕様書」という。）は、岩手県（以下「県」という。）が実施する「令和８

年度林野火災復旧関連木材利用促進ＰＲ業務」（以下「本業務」という。）の受託候補者の選定に関し、

県が契約する事業者（以下「受託者」という。）に要求する本業務の概要や仕様を明らかにし、企画コン

ペに参加しようとする者（以下「参加者」という。）の提案に具体的な指針を示すものである。 

 

１ 業務名称 

令和８年度林野火災復旧関連木材利用促進ＰＲ業務 

 

２ 本業務の背景及び目的                                   

令和７年２月に発生した大船渡市林野火災は、延焼面積が平成以降で最大規模となり、その後の復

旧には、林野火災被災木の伐採・搬出後の再造林が必要となっているが、これに伴い大量に搬出され

る被災木の販売先（利用先）の確保が課題となっている。（別紙１参照） 

上記の課題を解決し、大船渡市林野火災の復旧を図るため、本業務では、首都圏における被災木利

用促進セミナーや林野火災の現地視察ツアー等の開催を通じて、被災木の利用が大船渡市林野火災の

復旧支援になることを普及・啓発するとともに、企業等による具体的な被災木利用につながる機会の

創出を目的とする。 

 

３ 委託期間                                         

契約締結の日から令和９年３月12日（金）まで 

 

４ 委託料上限額                                       

2,500,000円 以内（税込） 

 

５ 本業務の内容                                       

（１） 林野火災被災木及び県産木材利用促進セミナーの開催 

 ア 開催日 

    令和８年７月16日（木）～７月28日（火）のうち１日の13：00～15：00 

（契約後日程調整） 

イ 会場 

    MOCTION（東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー リビングデザインセンターOZONE５F） 

    セミナー会場 

ウ 内容 

    林野火災被災木利用の啓発及び県産木材の魅力を発信するためのセミナーに係る企画・運営 

（２） 林野火災現地視察ツアーの開催 

 ア 開催日 

    令和８年11月頃（契約後日程調整）に１泊２日の視察ツアーを１回開催 

イ 場所 

    大船渡市内の林野火災現場及び被災木加工施設等 

ウ 内容 

    林野火災現地ツアーの企画・運営 



６ 詳細 

（１）林野火災被災木及び県産木材利用促進セミナーの開催 

目 的 

「２ 本業務の背景及び目的」を踏まえ、セミナーの開催により林野火災被災木利

用の普及・啓発及び県産木材の魅力を発信すること。 

※岩手県が別途実施予定の県産木材企画展示 in MOCTION（別紙２参照）の出展の期

間（令和８年７月16日（木）～７月28日（火））に併せて効果的なイベントとする

もの。 

委 託 内 容 

林野火災被災木利用の普及・啓発及び県産木材の魅力を発信するためのセミナーに

係る企画・運営 

 開催日：令和８年７月16日（木）～７月28日（火）のうち 

１回の13：00～15：00（契約後日程調整） 

 会 場：MOCTION（東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー リビングデザイ

ンセンターOZONE５F）セミナールーム 

想定する内容： 

・大船渡市林野火災と復旧に向けた取組、県産木材の魅力について紹介し、林野

火災被災木を含めた県産木材の利用促進を目的とするセミナーとする。 

・セミナー来場者のメイン対象者は、林野火災復旧支援に関心のある設計・建築・

家具関係企業及び一般市民とする。 

・大船渡市林野火災復旧に協力している企業・団体、県産木材をこれまで積極的

に使用している企業、岩手県林業・木材関係団体の代表又は担当者等をパネラ

ーとした、取組紹介及びパネルディスカッションの開催。 

・コーディネーターは、岩手県の林業・木材産業に精通した学識経験者等。 

 ・会場及びオンラインのハイブリッド開催とする。 

留意事項等 

・契約額には、MOCTIONに隣接するセミナールーム、控室使用料及びパネラーの出

演料を含む。なお、セミナールーム及び控室の利用及び利用料については、

MOCTION運営者と調整済であること。 

・セミナー出演者は、県において選定すること。 

・セミナーの開催により、林野火災被災木利用の普及・啓発及び県産木材の魅力

が来場者に伝わり、利用の動機づけになるような工夫があること。 

・セミナーが、秋に開催予定の林野火災現地視察ツアーへの誘導となること。 

 

（２）林野火災現地視察ツアーの開催 

目 的 

「２ 本業務の背景及び目的」を踏まえ、現地視察ツアーの開催により林野火災被

災木利用の普及・啓発及び企業等による具体的な被災木利用につながる機会の創出

を図ること。（別紙３参照） 

委 託 内 容 

林野火災被災木利用の普及・啓発及び具体的な被災木利用につながる機会となる現

地視察ツアーに係る企画・運営 

 開催日：令和８年11月頃 １泊２日のツアー（１回）とする。 

     （契約後日程調整） 

 場 所：大船渡市内の林野火災現場及び被災木加工施設等 

     （契約後調整） 

想定する内容： 

【対象】被災木利用を検討する企業等の担当者20名程度（中型バス貸切） 



【ツアー内容（想定）】 

 １日目午前 盛岡駅集合後、大船渡市へバス移動 

午後 林野火災全般のレクチャー（会議室等）、林野火災現場の視察 

（大船渡市内宿泊） 

２日目午前 被災木加工工場等の視察 

TEAM森林再生大船渡メンバー（別紙４参照）等との意見交換 

   午後 大船渡市から盛岡駅へバス移動し、盛岡駅解散 

 

留意事項等 

・契約額には、貸切バス利用料、会場使用料、講師謝金、運営スタッフ（人件費、

交通費・宿泊費含む）の等のツアー運営経費を含む。 

・宿泊費及び食費等は、参加者負担とする。 

・ツアー内容の詳細については、契約後に県と調整し決定する。 

・ツアーの告知について、基本的にはセミナー参加者やこれまで関わりのある企

業等に行うこととし、不特定多数に対する告知は行わない。 

・視察で終わることなく、被災木利用の具体的な取組につながる工夫があること。 

・ツアーに参加できなかった方にも視察内容が分かるような工夫があること。 

（レポート・動画等） 

 

 

７ 契約に関する条件等 

(１) 再委託等の制限 

ア 受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等のうち監理業務部分を一括して第

三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に再委託の内容、

再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対して文書

で報告しなければならない。 

(２) 再委託の相手方 

受託者は、上記(１)イにより本業務の一部を第三者に委託する場合は、その相手方を、岩手県

内に主たる営業所を有する者の中から選定するように努めなければならない。 

(３) 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を

明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

イ 県は、上記(１)イにより受託者から受託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と認

められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。 

ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項への対応について決

定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、県に対して書面により通知しなければ

ならない。 

(４) 権利の帰属等 

本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関し

ては、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転するものとし、成果品及び

成果品に収められた映像や使用した写真等（以下、「成果品等」という。）は、今後、県が自由に



利用できるものとする。 

なお、成果品等は、改変して利用する場合があり、その場合において、著作者の名誉・声望を

害しない方法による改変利用については、著作者は作品の同一保持権を行使しないものとする。 

その他詳細については、県及び受託者間で協議の上、別途契約書により定める。 

(５) 機密の保持 

受託者（再委託先を含む）は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の

利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。 

(６) 個人情報の保護 

受託者（再委託先を含む）は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 66

条第２項において準用する同条第１項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特

記事項について遵守しなければならない。 

８ 成果品 

 提出すべき成果物は、以下のとおりとする。 

（１） 実施報告書 

（２） 本業務の実施状況を確認できる資料（運営マニュアル、印刷物、実績が確認できるもの、写真等）  

（３） セミナー及び視察ツアーに係るアンケート調査の結果 

（４） 本業務に係る資料・写真等の電子データ 一式 ※ 

※ 資料・写真等の電子データは、大容量データ転送サービス等による提出、又はDVD・USBメモリ

等の媒体に収録し、いずれもWindows11上でデータの保存、編集、表示が可能であること。電子デ

ータの作成に使用するソフトウェアは、Microsoft Office シリーズを原則とし、その他のソフト

ウェアを使用する場合は、別途協議すること。 

 

９ 企画提案に係る留意事項等 

（１）林野火災被災木及び県産木材利用促進セミナーの開催 

   大船渡市林野火災の復旧に向けた被災木の利用の取組、県産木材の魅力についての紹介について

は、隣接する県産木材企画展示in MOCTIONの内容を踏まえ、契約後に詳細を決定するものとする。 

（２）林野火災現地視察ツアーの開催 

   記載の事項にとらわれず、ツアー参加者が被災木を利用する意義やメリットを感じられるような

現地ツアーならではの体験ができる企画を提案すること。日程及び行程については、提案内容を踏

まえ契約後に詳細を決定するものとする。 

（３）自由提案 

   コンペ参加者は、本業務の目的を踏まえ、ツアー参加者による具体的な取組につながるような企

画内容を自由提案できるものとする。 

 

 



別紙１ 林野火災の概要と被災木の利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 県産木材企画展示in MOCTIONについて 

 

岩手県の展示期間日：令和８年７月16日（木）から７月28日（火）（予定） 

展示内容（案）：①県産木材の特徴紹介（多様な広葉樹、アカマツ等の森林資源と利用実績） 

②木材製品展示（家具・食器・フローリング材等） 

③大船渡市林野火災復旧関連木材利用の普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ セミナーと現地視察による被災木利用促進について 

 

ステップ１：林野火災被災木利用促進セミナーによる被災木利用の普及啓発（東京開催） 

→大船渡市林野火災の現状と課題について知っていただき、被災木利用の意義について普及啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ２：現地視察ツアーによる被災木利用の取組の機会創出（大船渡開催） 

 →林野火災の現地や被災木の加工工場等を視察するとともに、TEAM森林再生大船渡のメンバー等との 

  意見交換等を通じ、具体的な被災木利用を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ TEAM森林再生大船渡について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 
第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行（以下単

に「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱
いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わ
なければならない。 

 （秘密の保持） 
第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当

な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。 
 （個人情報管理責任者等） 
第３ 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任者」という。）

及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、書面により発注者に報告しなければな
らない。 

２ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報
告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項を適切に
実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 
 （個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 
第４ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外

のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 
 （漏えい、毀損及び滅失の防止等） 
第５ 受注者は、この契約による業務を処理するため取得、作成した個人情報等又は発注者から引き渡さ

れた文書等に記録された個人情報等を漏えい、漏示、毀損及び滅失（以下「漏えい等」という。）する
ことのないよう、当該個人情報等を安全に管理しなければならない。 

２ 受注者は、岩手県から文書等の引き渡しを受けた場合は、岩手県に受領書を提出する。 
３ 受注者は、第１項の個人情報等を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を特定し、あらかじめ

岩手県に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
岩手県は、必要に応じて作業場所の現況を確認するものとする。 

４ 受注者は、岩手県が承諾した場合を除き、第１項の個人情報等を作業場所から持ち出してはならない。 
５ 受注者は、第１項の個人情報等を運搬する場合は、その方法（以下「運搬方法」という。）を特定し、

あらかじめ岩手県に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同
様とする。 

６ 受注者は、第１項の個人情報等について郵便等発送、電子メールその他アプリケーションの利用等に
より外部に送付する場合は、その方法（以下「送付方法」という。）を特定し、あらかじめ岩手県に届
け出なければならない。その特定した送付方法を変更しようとするときも、同様とする。  

７ 受注者は、従事者をして前項に基づき届け出た送付方法により第１項の個人情報等を送付させる場合
は、次の各号を遵守させなければならない。  



(１) 送付先及び送付物に誤りがないか確認すること。  
(２) 送付先の情報及び送付内容が第三者に知られないようにすること。  
(３) 送付物の内容により適切な送付方法を選択すること。  
(４) 第１号及び第２号について従事者による送付の都度複数人により確認すること及び上記第３号に

ついて責任者が了解していること。その他責任者が指示した安全対策を講じること。  
８ 受注者は、第１項の個人情報等を秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理し

なければならない。  
(１) 個人情報等は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しなければならな

い。  
(２) 個人情報等を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措

置をとらなければならない。  
※ 受注者は、第１項の個人情報等についてインターネット上で提供されるクラウドサービス等を活用
して取得又は保存等を行う場合、当該サービスのセキュリティ対策等の信頼性が十分であることを評
価した上で選定し、利用方法をあらかじめ岩手県に届け出なければならない。その利用を変更しよう
とするときも、同様とする。  

※ 個人情報等を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及びそのバックア
ップの保管状況及び個人情報等の正確性について、定期的に点検しなければならない。   

（教育の実施）  
第６ 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修

を実施しなければならない。  
 (１) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。  
 (２) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項 （資料の返

還等）  
第７ 受注者は、業務を処理するために、（※①発注者から引き渡された、又は受注者自らが取得し、若

しくは作成した②発注者から引き渡された③受注者自ら取得し、又は作成した）個人情報が記録され
た資料は、業務完了後（※使用する必要がなくなった場合は、）直ちに（※①発注者に返還し、又は引
き渡す②発注者に返還する③速やかに、かつ、確実に廃棄する）ものとする。ただし、発注者が別に
指示したときは、当該方法によるものとする。  

 （複写又は複製の禁止）  
第８ 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等について、

発注者の書面による承諾なしに複写又は複製をしてはならない。 
（再委託の承諾）  
第９ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面により承諾し

た場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委託した業務を更に委託する場
合も同様とする。  

２ 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処
理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並
びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託す
る旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。  



３ 前項の場合において、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注
者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。  

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法について具体的
に定めなければならない。  

５ 受注者は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求
めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。  

 （派遣労働者等の利用時の措置）  
第 10 受注者は、本委託業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等、

個人情報等の取扱いに関する事項を明記し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならな
い。  

２ 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社
員以外の労働者に本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。  

３ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うもの
とする。  

 （実地調査）  
第 11 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調

査することができる。  
 （指示、報告等）  
第 12 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対し

て必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。  
 （事故発生時の対応）  
第 13 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責

の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生
場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。  

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する
情報を公表することができる。  

 


